
（１９）

年
金
生
活
者
等
支
援
臨

時
福
祉
給
付
金(

高
齢
者

向
け
給
付
金)

に
つ
い
て

問
町
民
生
活
部
健
康
福
祉
課

撒（
５７
）４
１
９
６

　

「
一
億
総
活
躍
社
会
」
の
実
現
に

向
け
、
賃
金
引
き
上
げ
の
恩
恵
が
及

び
に
く
い
低
所
得
の
高
齢
者
の
支
援

と
し
て
、
平
成
28
年
前
半
に
年
金
生

活
者
等
支
援
臨
時
福
祉
給
付
金(
高

齢
者
向
け
給
付
金)

を
支
給
し
ま
す
。

対 

次
の
要
件
に
す
べ
て
該
当
す
る
方

に
支
給
し
ま
す
。

① 

平
成
27
年
１
月
１
日
時
点
に
お
い

て
、
野
木
町
に
住
民
票
が
あ
る
こ

と
② 

平
成
27
年
度
住
民
税(

均
等
割
額)

が
課
税
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
。
た
だ

し
、
ご
本
人
が
課
税
さ
れ
て
い
な
い

場
合
で
も
、
ご
自
身
を
扶
養
す
る
方

が
課
税
さ
れ
て
い
る
と
対
象
外
と
な

り
ま
す
。

③ 

生
活
保
護
制
度
の
被
保
護
者
等
で

な
い
こ
と
。

④ 

平
成
28
年
度
中
に
65
歳
以
上
と
な

る
方(

昭
和
27
年
４
月
１
日
以
前

に
生
ま
れ
た
方)

支
給
額　

支
給
対
象
者
１
人
に
つ
き

　

３
万
円(

支
給
は
１
回
で
す)

申 

現
在
、
野
木
町
で
は
、
平
成
28
年

４
月
中
旬
か
ら
の
申
請
受
付
開
始

に
向
け
、
準
備
中
で
す
。

　

申
請
方
法
等
が
決
定
次
第
、
ご
案

　

内
い
た
し
ま
す
。

「
豪
雨
被
害
検
証
委
員
会

会
議
録
等
」及
び「
豪
雨

被
害
検
証
結
果
報
告
書
」

の
公
表
に
つ
い
て

問
総
合
政
策
部
総
務
課
撒（
５７
）４
１
１
２

　

平
成
27
年
９
月
関
東
・
東
北
豪
雨

被
害
検
証
委
員
会
の
会
議
録
、
配
布

資
料
及
び
平
成
27
年
９
月
関
東
・
東

北
豪
雨
被
害
検
証
結
果
報
告
書
を
町

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
、
総
務
課
消
防
交
通

係
に
お
い
て
公
表
し
て
い
ま
す
。

農
産
物
加
工
施
設
を
ご
利
用
く
だ
さ
い

問
産
業
建
設
部
産
業
課
撒（
57
）４
１
５
１

〜 

農
産
物
加
工
施
設
の
利
用
方
法
が

変
わ
り
ま
す
〜

　

平
成
28
年
４
月
よ
り
野
木
町
農
産

物
加
工
施
設
の
管
理
運
営
を
町
が
行

い
ま
す
。
農
産
物
加
工
施
設
で
は
、

味
噌
、
焼
き
肉
の
た
れ
等
の
農
産
物

の
加
工
品
が
つ
く
れ
ま
す
。
利
用
を

希
望
さ
れ
る
方
は
、
３
名
以
上
の
グ

ル
ー
プ
で
お
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

※ 

利
用
料
金
、
加
工
で
き
る
も
の
等
、

詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
産
業
課

農
業
振
興
係
ま
で
お
問
い
合
わ
せ

く
だ
さ
い
。

【
施
設
】
野
木
町
農
産
物
加
工
施
設

　
　
　
　

友
沼
４
９
５
２-

１

【
使
用
時
間
】　

９
時
〜
17
時

【
休
館
日
】　

毎
週
月
曜
日
、
年
末
年

　

始（
12
月
29
日
〜
翌
年
１
月
３
日

　

ま
で
）

国
民
年
金
保
険
料

問
町
民
生
活
部
住
民
課
撒（
５７
）４
１
４
０

　

栃
木
年
金
事
務
所

　
　
　

撒
０
２
８
２（
22
）４
１
３
１

　

国
民
年
金
の
保
険
料
は
毎
年

改
定
さ
れ
、
平
成
28
年
度
は
月

額
１
万
６
２
６
０
円（
前
年
度
比

６
７
０
円
引
上
げ
）と
な
り
ま
す
。

　

４
月
上
旬
に
日
本
年
金
機
構
か
ら

納
付
書
が
送
付
さ
れ
ま
す
の
で
、
納

付
期
限
ま
で
に
銀
行
な
ど
の
金
融
機

関
、
郵
便
局
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス

ト
ア
に
て
納
め
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
国
民
年
金
保
険
料
を
前
納
す

る
場
合
は
５
月
２
日（
月
）が
納
付
期

限
で
す
。

国
民
年
金
保
険
料

学
生
の
納
付
特
例
申
請

問
町
民
生
活
部
住
民
課
撒（
５７
）４
１
４
０

　

栃
木
年
金
事
務
所

　
　
　

撒
０
２
８
２（
22
）４
１
３
１

　

学
生
の
方
（
大
学
・
短
期
大
学
・

高
等
学
校
・
高
等
専
門
学
校
・
専
修

学
校
・
各
種
学
校
な
ど
に
在
学
の
方
）

で
本
人
の
所
得
が
一
定
以
下
の
場
合
、

申
請
す
る
と
国
民
年
金
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
る
国
民
年
金
学
生
納

付
特
例
制
度
が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
平
成
27
年
度
に
学
生
納
付

特
例
を
承
認
さ
れ
、
引
き
続
き
在
学

予
定
の
方
へ
は
、
３
月
下
旬
に
学
生

納
付
特
例
申
請
書
（
ハ
ガ
キ
形
式
）

が
送
付
さ
れ
ま
す
。
こ
の
ハ
ガ
キ
を

返
送
さ
れ
た
方
は
、
窓
口
で
の
申
請

は
不
要
で
す
。

日
４
月
１
日（
金
）〜

申 

必
要
書
類
を
添
え
て
町
住
民
課
給

付
・
年
金
係
窓
口
に
申
請

申
請
に
必
要
な
書
類
等

　

・
年
金
手
帳

　

・    学
生
証
写
し（
表
裏
）
ま
た
は

在
学
証
明
書

　

・
印
鑑

※ 

代
理
の
方
が
申
請
す
る
場
合
は
本

人
確
認
書
類
（
運
転
免
許
証
・
パ

ス
ポ
ー
ト
等
）
が
必
要
で
す
。


